
○
総
務
省
令
第
二
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
自
治
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

総
務
大
臣

武
田

良
太

地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前
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（
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
六
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
別
記
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
目
の
区
分
の

（
令
和
元
年
度
に
お
け
る
別
記
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
目
の
区
分
の
特
例
）

特
例
）

第
四
条

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
六
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
別
記
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
目
の
区

第
四
条

令
和
元
年
度
に
限
り
、
別
記
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
目
の
区
分
の
歳
入
の
表
都
道
府
県
の

分
の
歳
入
の
表
都
道
府
県
の
欄
中

欄
中

「

４
地
方
特
例
交
付
金

「

４
地
方
特
例
交
付
金

１
地
方
特
例
交
付
金

１
地
方
特
例
交
付
金

１
地
方
特
例
交
付
金

」

１
地
方
特
例
交
付
金

」

と
あ
る
の
は

と
あ
る
の
は

「

４
地
方
特
例
交
付
金

「

４
地
方
特
例
交
付
金

１
地
方
特
例
交
付
金

１
地
方
特
例
交
付
金

１
地
方
特
例
交
付
金

１
地
方
特
例
交
付
金

２
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

２
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
臨

染
症
対
策
地
方
税
減
収
補
塡

時
交
付
金

特
別
交
付
金

１
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

１
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
臨

染
症
対
策
地
方
税
減
収
補
塡

時
交
付
金

」

特
別
交
付
金

」

と
、
同
表
市
町
村
の
欄
中

と
、
同
表
市
町
村
の
欄
中

「

９
地
方
特
例
交
付
金

「

８
地
方
特
例
交
付
金

１
地
方
特
例
交
付
金

１
地
方
特
例
交
付
金

１
地
方
特
例
交
付
金

」

１
地
方
特
例
交
付
金

」

と
あ
る
の
は

と
あ
る
の
は

「

９
地
方
特
例
交
付
金

「

８
地
方
特
例
交
付
金

１
地
方
特
例
交
付
金

１
地
方
特
例
交
付
金

１
地
方
特
例
交
付
金

１
地
方
特
例
交
付
金

２
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

２
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
臨

染
症
対
策
地
方
税
減
収
補
塡

時
交
付
金

特
別
交
付
金

１
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

１
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
臨

染
症
対
策
地
方
税
減
収
補
塡

時
交
付
金

」

特
別
交
付
金

」

と
す
る
。

と
す
る
。



附
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こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


